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午後 ３時１０分 開会 

 

○貝ノ瀨教育長  では、ただいまから令和３年第１回教育委員会定例会を開会いたしま

す。 

 本日の会議録の署名委員は、池田委員にお願いをいたします。 

 それでは、議事日程に従いまして議事を進めてまいります。 

    ──────────────────────────────── 

 日程第１ 議案第１号 令和３年度一般会計予算見積書について 

○貝ノ瀨教育長  日程第１ 議案第１号を議題といたします。 

（ 書記朗読 ） 

○貝ノ瀨教育長  提案理由の説明をお願いいたします。秋山教育部長。 

○秋山教育部長・調整担当部長  それでは、令和３年度一般会計予算見積書について説

明をさせていただきます。 

 お手元の議案資料、令和３年度一般会計予算見積書の１ページをお開きください。 

 令和３年度歳入歳出予算見積総括表でございますが、これは令和３年１月８日現在の教

育部の予算見積額で、職員人件費を除くものとなっています。 

 表の左側、歳入ですが、令和３年度の歳入見積りの総額は２億５,７２６万円、前年度比

１億１４万円、６３.７％の増となっています。 

 主な増要因を申し上げますと、国庫補助金が５,９１９万円余、都支出金が４,０４０万

円余とそれぞれ増となっております。これは、国庫補助金では学校施設環境改善交付金が

２,６７１万円余、学校保健特別対策事業費補助金が３,２０９万円余の増となるとともに、

都支出金では公立学校屋内体育施設空調設置支援事業補助金が２,８５０万円の減となっ

た一方で、学校マネジメント強化モデル事業補助金、公立学校施設トイレ整備支援事業補

助金、公立学校情報機器支援事業補助金が６,８００万円余の増となったことなどによる

ものでございます。 

 なお、歳入予算の科目別の内訳につきましては、この後ろ、３ページ、４ページに記載

しておりますので、後ほどご参照ください。 

 次に、１ページの表の右側、歳出ですが、令和３年度の歳出予算見積の総額は５０億５,

０７４万円余、前年度比では６億６,３９２万円余、１５.１％の増となっています。 

 ２ページをごらんください。歳出予算見積経費内訳表でございます。事項別の詳細は５

ページ以降に一覧をお示ししていますが、概要につきまして２ページの経費内訳表でご説

明をいたします。 

 初めに、第１項教育総務費です。教育委員会や事務局の運営に関する経費、学校運営や

コミュニティ・スクールに関する経費、また教育センターの管理、川上郷自然の村に関す

る経費などとなりますけれども、項全体では１４億４,８０７万円余となります。川上郷自

然の村の災害復旧対策事業の完了に伴う関連経費が２億１,５３３万円の減となった一方

で、１人１台タブレット端末整備に伴う学習用端末等整備事業費が２億８,０１６万円余

の増、副校長業務支援員の配置拡充に伴い、学校マネジメント強化モデル事業が３,１５２
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万円余の増となることから、項全体では１億３,５１１万円余、１０.３％の増となってい

ます。 

 その下の第２項小学校費です。小学校における管理運営、施設の維持補修、保健給食な

どに関する経費となりますが、項全体では２３億６,７６９万円余となります。 

 第４目学校建設整備費におきまして、体育館空調設備に伴い、学校空調設備整備事業費

が１億９,５７０万円余の増となったほか、トイレ洋式化に伴う学校給排水設備等整備事

業費が１億６,００６万円余の増、また第七小学校拡張用地取得事業費として１億４,０３

２万円余を計上したことなどから、項全体では７億４,９６９万円余、４６.３％の増とな

っています。 

 次に、第３項中学校費です。中学校における管理運営、施設の維持補修、保健給食など

に関する経費となりますが、項全体では８億７,２３４万円余となります。体育館空調設備

の整備完了に伴い、学校空調設備整備事業費が７,１１７万円の減となった一方で、トイレ

改修事業や大規模改修事業に向けた設計業務などに伴いまして７,７９１万円余を計上し

たほか、新型コロナ感染症対策の充実に伴い、学校保健衛生費を１,８００万円余増額した

ことなどから、この項全体では２,０７２万円余、２.４％の増となっています。 

 その下、第４項生涯学習費です。生涯学習の推進や図書館の管理運営などに関する経費

となりますが、項全体では３億１,９９０万円余となります。西部図書館リニューアル工事

の完了などに伴い、図書館リニューアル事業費が２億１,７４８万円余の減となったこと

を受けて、項全体で２億４,８５２万円余、４３.７％の減となっています。 

 最後に、第５項スポーツ推進費については、東京２０２０オリンピック・パラリンピッ

ク等推進事業費を計上しておりますが、見積額等につきましては記載のとおりでございま

す。 

 説明は以上でございます。 

○貝ノ瀨教育長  以上で提案理由の説明は終わりました。委員の皆様のご質疑をお願い

いたします。 

 では、ご質問、ご意見等なければ採決いたします。 

 議案第１号 令和３年度一般会計予算見積書については、原案のとおり可決することに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○貝ノ瀨教育長  ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

    ──────────────────────────────── 

 日程第２ 議案第２号 三鷹市個人情報保護委員会への諮問について 

○貝ノ瀨教育長  日程第２ 議案第２号を議題といたします。 

（ 書記朗読 ） 

○貝ノ瀨教育長  提案理由の説明をお願いいたします。大地課長。 

○大地三鷹図書館管理・サービス担当課長  ご説明させていただきます。個人情報保護

条例第１２条第１項第２号の規定に基づき、電子書籍サービスの導入について、個人情報

保護委員会に諮問することについてご説明をさせていただきます。 
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 こちらについては１２月の補正予算で認めていただきました電子書籍サービスの導入に

ついて、個人情報を扱うところから、個人情報保護委員会に諮問するものです。 

 ７ページのところから諮問資料がございますので、ご確認ください。件名は電子書籍サ

ービスの導入についてです。内容としましては、サービスの導入に当たって、クラウド上

の電子書籍提供事業者の電子図書館システムを利用して、図書館で利用登録していれば、

同じ利用者ＩＤで電子図書館システムを利用できるように準備して利便性の向上を図ると

いうことで、利用者ＩＤをこちらの電子図書館システムに提供するような形になります。

諮問する根拠としては、個人情報保護条例第１２条の結合の制限ということになっており

ます。 

 事業内容としまして、３番のところで記載させていただいておりますが、事業者の電子

図書館システムを借りまして、電子書籍の貸出サービスを図書館利用者の方に提供させて

いただく形になります。利用者は図書館休館中や閉館時間であっても、ご自分の手元の媒

体を使っていただいてインターネット上の電子図書館システムにログインして、資料の検

索や貸出し等をしていただくことができます。対象者としましては、市内の在住、在勤、

在学者の方に限らせていただく予定でおりまして、これはシステム提供事業者の縛りにな

っております。利用者の利便性を考慮しまして、今回二つの電子図書館システムを併用す

る形で導入しようと考えております。 

 ４と５の契約予定事業者とシステム選定理由で、システムのことが書いてございますが、

株式会社図書館流通センターのLibrariE＆TRC-DLという電子図書館システムと、４の（２）

にございます紀伊國屋書店のKinoDenという、この２種類の電子図書館システムを導入す

るつもりでおります。 

 これらのシステムの特徴としましては、５のところにございますけれども、LibrariE＆

TRC-DLでは視覚障がい者利用支援サイトを実現しておりまして、また電子書籍を導入して

いる市区町村の公共図書館の約８割が導入しているシステムであり、安定的なサービス提

供が可能だということで選定をしております。電子書籍のライセンスの形としましては、

買い切り型と条件付き型が併用されております。 

 KinoDenは専門的な資料を多くそろえておりまして、利用者の調べ物等に役に立つと考

えまして、こちらを選定しました。ライセンスの型としては基本、買い切り型という形に

なっております。 

 ６のところで運用イメージを書いておりますけれども、図書館のウェブサイトに

LibrariE＆TRC-DLへのリンクを張らせていただいて、利用者にはそこから電子図書館シス

テムLibrariE＆TRC-DLの三鷹市のサイトにアクセスし、そこに利用者ＩＤとパスワードで

ログインします。仮パスワードを設定させていただきますので、利用者の方は、ＩＤは通

常お使いいただいている図書館のシステムと同じなんですけれども、パスワードはまたご

自分で設定していただいて入っていただきます。KinoDenでは、LibrariE＆TRC-DLから置き

石のように、LibrariE＆TRC-DLを経由して、そちらのシステムに入る形になります。なの

で、利用者はログインという形の考え方を取りません。 

 ８の（２）のところに書いてありますが、リファラ認証方式と申しまして、特定のサイ
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トを経由してきましたという、よく最近インターネットのポイントサイトで使われている

ものです。ですから、KinoDenにアクセスしたときには、利用者の個人情報は一切持たずに、

三鷹のお客さんが来た、正確に言うと、LibrariE＆TRC-DLで認証されたお客さんがKinoDen

を触っているという形になりますので、個人情報を使うという意味ではKinoDenは関係な

い形になっております。 

 電子図書館システムに利用者ＩＤを登録する中で、こちらはLibrariE＆TRC-DLへの登録

になるわけですけれども、既存の利用者については一定の条件の下で、一括でＩＤを出力

しまして、LibrariE＆TRC-DLの管理者画面からＩＤを連携する形になります。 

 つなぐのは８番のところに書いておりますが、利用者ＩＤ、パスワード、これは仮パス

ワードでございますが、それからシステム利用開始日を送らせていただくような形になり

ます。 

 当然、LibrariE＆TRC-DLについては、予約、貸出し、返却という概念がございますので、

そういったデータもその都度生成されて、その状態が終われば消えるという形になります。

KinoDenは、基本的には先ほど申しましたとおり、個人情報の管理は一切ございません。

KinoDenは貸出しという概念がなくて、イメージとしては皆さんで１冊の本を共用してい

るみたいなイメージです。ですから、Ａさんがその本を読んでいるときにはほかの人は読

めませんが、読み終わって放置しているとタイムアウトしまして、次の方がすぐ触れるよ

うになります。ですから、Ａさんが使って、Ｂさんが使って、Ａさんが使って、Ｂさんが

使ってみたいなことになる可能性がございます。 

 KinoDenには、利便性の向上を図る目的もあって、紀伊國屋書店が別途アプリを提供して

います。そちらを使われる場合には、利用者は別にご自分でグーグルとかツイッター、フ

ェイスブックのアカウントを登録していただくような形になりますけれども、こちらにつ

いてもアプリを削除していただいた場合、６０日が経過したところでサーバー側のデータ

は消されるということになっております。 

 セキュリティー対策としては、LibrariE＆TRC-DL、KinoDen、記載のとおりでございます

が、基本的に一定の対応をさせていただいておりまして、スケジュールとしては２月に契

約、４月運用開始ということで考えております。 

 私からの説明は以上でございます。 

○貝ノ瀨教育長  ありがとうございました。以上で提案理由の説明は終わりました。委

員の皆様のご質疑をお願いいたします。冨士道委員。 

○冨士道委員  今の説明の中で、８ページなんですが、５番のシステム選定理由の中で、

（１）のLibrariE＆TRC-DLでは、ライセンスとして買い切り型、条件付き型というのがあ

って、今回は条件付きのものを購入しますよと。紀伊國屋は買い切り型を購入されるとい

うことなんですが、これはそれぞれどういう特色があって、なぜここでこれを購入する形

になったのか、もう少し説明いただけますか。 

○貝ノ瀨教育長  大地課長。 

○大地三鷹図書館管理・サービス担当課長  LibrariE＆TRC-DLにつきましては、記載の

とおり買い切り型と条件付き型のものがございます。買い切り型というのは、１回お金を
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払えば、電子図書館のシステムを使っている限りずっと使えるという形のライセンス型で

す。条件付き型というのは、いろいろあるんですけれど、一般的なものとしては２年間か

５２回の貸出し、どちらか短いほうが経過すると、そのライセンスが切れるという形にな

っております。 

 LibrariE＆TRC-DLで条件付き型のものについては、基本的によく動くもの、人気のある

本をそういう形でのライセンス販売をしておりますので、逆に買い切り型のものは古いも

の、ＴＲＣさんがご自分でもともと電子書籍とかの扱いを始めた頃に自分のところで持っ

ていたものを電子化したようなものをLibrariE＆TRC-DLという形で、全部が全部というわ

けじゃないんですけれど、そういう形で登録していまして、そういうものについては買い

切り型でもいいですよって言っているんですが、私どもとしてはLibrariE＆TRC-DLの中で、

買い切り型のものについてはあまり利用者のニーズがないというふうに判断をしておりま

して、主にLibrariE＆TRC-DLでは条件付き型のものを導入することにしております。 

 KinoDenは基本的に全部買い切り型になっておりますので、一定こちらで利用者の方の

調べ物に対するニーズとか、そういったものについては対応ができるものと考えておりま

す。 

 以上です。 

○貝ノ瀨教育長  冨士道委員。 

○冨士道委員  そうしますと、今後二つのシステムが入るわけですが、私自身まだよく

理解してないんですが、例えばあることを調べたいとなると、これはLibrariE＆TRC-DLよ

りはKinoDenが調べやすいとか、逆に文学を読みたいとなったら、これはLibrariE＆TRC-DL

を選ぶとか、利用者としてはそういう選択をすることができるということなんでしょうか。 

○貝ノ瀨教育長  大地課長。 

○大地三鷹図書館管理・サービス担当課長  基本的には、文学系はLibrariE＆TRC-DLが

中心になりますので、こちらで見ていただく形になります。KinoDenは学術書で、少し柔ら

かいところまで含んでいるんですけれども、学術書の系統の本を多く集めておりますので、

このテーマについてとか、このタイトルの本とか、この著者の本は何かしらって見て、そ

れが学術的なものであればKinoDenで検索をしていただいて、あれば読んでいただけると

いう形になります。 

○貝ノ瀨教育長  冨士道委員。 

○冨士道委員  例えば仮に蓋を開けて中をのぞいたときに、自分としてはこういうもの

を調べたいとか読みたいというのを自分で選択していくために、二つの入り口のどちらを

開けるかという、そんな選択をしていくということになるんですよね。 

○貝ノ瀨教育長  大地課長。 

○大地三鷹図書館管理・サービス担当課長  基本的には、お客様はまずlibrariE＆TRC－

DLの画面を開いていただきます。そこで読みたい本が見つかれば、そちらで読んでいただ

いて、そこにKinoDenへのリンクを設定しておりますので、これで足りない場合にはKinoDen

に入りそこで検索をして本を選んでいただく形になります。 

○貝ノ瀨教育長  池田委員。 
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○池田委員  そうすると利用者としては、検索画面が最初に出てきて、そこで検索をか

けるとどちらにあるのかを横断的に検索してくれるという、そんな便利なことではないわ

けですか。 

○貝ノ瀨教育長  大地課長。 

○大地三鷹図書館管理・サービス担当課長  申し訳ございません。そこは連携型で導入

すればそういうこともできるんですけれど、今回私どもは費用の低減も考えていますので、

連携型にしておりませんので、申し訳ないんですけれども、まずLibrariE＆TRC-DLで探し

ていただいて、足りないときにKinoDenも見ていただくという形になります。 

 １１ページ、１２ページのところに図を載せておりまして、利用者の流れとしましては

１１ページのところです。①は見てのとおりでございます。これは仮置きでございますけ

れども、三鷹市立図書館のウェブサイト、ホームページがあって、そちらから電子図書館

のリンクがあって、利用規約とか見ていただいて、まず②のところで「はい」をやってい

ただくと、LibrariE＆TRC-DLのところに入っていただく。文学とかは基本的にLibrariE＆

TRC-DLが中心ですので、一番大きなニーズはそこのところで私どもとしては対応できると

考えておりまして、そのほかに学術的なものを電子書籍で見たいんだけどなと思ったとき

には、KinoDenへのリンクをクリックしていただいて、KinoDenに入っていただくという形

になります。 

○貝ノ瀨教育長  両方で検索してもないものもあるということだね。 

○大地三鷹図書館管理・サービス担当課長  申し訳ございません。そうです。 

○貝ノ瀨教育長  どのぐらいの蔵書があるんですかね、それぞれ。 

○大地三鷹図書館管理・サービス担当課長  LibrariE＆TRC-DLは、七、八万もともと蔵

書があります。私どもが今回購入するのは、LibrariE＆TRC-DLとKinoDenを合わせて１,０

００冊と、来年度予算のところで大体２５０冊程度でございますので、皆さんに一遍で満

足していただけるほど書籍数は購入できてないんですけれども。 

○貝ノ瀨教育長  ほかにご質問、ご意見ありませんか。 

 ほかにご質問、ご意見等がなければ採決いたします。 

 議案第２号 三鷹市個人情報保護委員会への諮問については、原案のとおり可決するこ

とにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○貝ノ瀨教育長  ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

    ──────────────────────────────── 

 日程第３ 教育長報告 

○貝ノ瀨教育長  引き続き、日程第３ 教育長報告に入ります。秋山教育部長。 

○秋山教育部長  それでは、初めに私から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴

う緊急事態宣言等への対応についてご報告をいたします。 

 本日お手元に新型コロナウイルス感染症対策の徹底についてという文書を資料としてお

配りしておりますので、ごらんいただきたいと思います。 

 これは１月４日に１都３県による緊急事態行動が要請されたことを踏まえまして、１月
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７日付けで学校長宛てに発出した文書でございます。これに先立ち、東京都教育委員会で

は緊急事態行動の要請に基づいた、都立学校に対する感染症対策の強化などを示している

ところですけれども、三鷹市におきましても、これらの内容を踏まえまして、改めて感染

症対策の徹底を促したところでございます。 

 なお、本通知における対策の期間は、緊急事態行動に基づき、１月３１日までとしてお

りますけれども、ご案内のとおり、昨夜、政府におきまして、昨年の春以来２度目となる

緊急事態宣言が２月７日までの期間で発出されまして、その後、東京都の緊急事態措置も

示されましたので、この対策の期間につきましても本日付けで２月７日までとすることと

し、学校長宛てに通知を発出したところでございます。 

 それでは、この通知に示しました具体的な内容につきまして、指導課長からご説明をさ

せていただきます。 

○貝ノ瀨教育長  長谷川課長。 

○長谷川指導課長  それでは、私からご説明をさせていただきます。三鷹市立学校にお

きましては、これまでも各校の努力によりましてクラスター等発生せずに、学校運営を継

続することができました。しかしながら、このたびの爆発的な感染拡大による緊急事態宣

言を踏まえまして、改めて各学校の危機意識を高め、そして教育活動を見直すとともに、

感染症対策を万全にするということを目的に、この通知を出させていただいております。

と同時に、家庭内感染が非常に増えているということで、家庭内感染防止に向けて注意・

啓発するということも重点に通知をしているものでございます。 

 この通知につきましては、東京都が都立学校に宛てたものを踏まえて市の方針を示した

ものでございますが、何点か具体的にご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、学校運営の基本方針につきましては、１に記載されておりますように、感染防止

対策を徹底しながら学校運営を継続するということで、学校を閉鎖するということではご

ざいません。 

 そして、２の児童・生徒に対する指導といたしまして、基本的な感染症予防対策の徹底

につきましては、これまでどおり、引き続き行うという内容でございます。 

 そして、１枚めくっていただきまして、（２）の学習活動でございますが、こちらは今回

の緊急事態宣言を受けて、これまでよりも制限が厳しくなっております。なお、実施期間

につきましては、緊急事態宣言が２月７日まで延長になったことを受けて、１月３１日ま

での記載を全て２月７日まで実施する旨、追加の通知をしたところでございます。 

 （３）の部活動でございます。部活動につきましては、都立学校は全て中止という内容

で通知されておりますが、本市におきましては中学校長会の強い要望を踏まえ、子どもた

ちの活動をできるだけ確保できるよう、活動時間や内容を制限しながらの実施を認めてい

るところでございます。具体的には、（２）の学習活動の例にありますように、感染症対策

を講じてもなお飛沫感染の可能性が高い活動は行わないということを大原則としながら、

１日当たり６０分以内の活動としております。 

 （４）の学校行事につきましては、学年を超えて一堂に集まって行う行事、宿泊行事、

校外での活動につきましては、都立学校と同様に中止としております。本市におきまして
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は、中学校の自然教室が今月から予定されております。こちらにつきましても中学校長会

と協議をした結果、この緊急事態宣言中は延期をし、解除後に日帰りでの実施を検討して

いるところでございます。なお、本日の始業式につきましては、学年を超えて一堂に会す

ることなく、放送等により実施いたしました。 

 ３の家庭における感染症対策の依頼につきましては、学校だより等を通じて、必ず各ご

家庭に周知徹底するよう校長会でもお願いしたところでございます。その内容については、

記載のとおりでございます。 

 ４の教職員等の健康管理の徹底につきましては、市内の教職員においても陽性者や濃厚

接触者が発生している現状を踏まえ、改めて教職員の健康管理を徹底するようお願いいた

しました。 

 なお、緊急事態宣言に伴いまして、２０時以降の不要不急の外出は避けるということが

示されておりますので、部活動については実施しても最終下校は１７時とし、教職員につ

いても極力早く退勤できるよう、各学校で配慮するようお願いいたしました。 

 説明は以上でございます。 

○貝ノ瀨教育長  ありがとうございました。髙松課長。 

○髙松総務課長  それでは、以下、各課からご報告をさせていただきたいと思います。

議案資料１４ページをごらんください。 

 まず、総務課でございます。１４ページの行事実績等報告につきまして、最後の段、１

月６日に東久留米市で予定をされておりました多摩２６市の庶務担当課長会定例会につき

ましては、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえまして、オンラインでの開催となり

ました。 

 続きまして、１５ページ、行事予定等報告につきまして、３段目、１月１５日金曜日に

東京都市町村教育委員会連合会の常任理事会・理事会等の開催を予定しておりましたけれ

ども、こちらも感染症の状況を踏まえまして、常任理事会・理事会は書面開催、また理事

研修会は中止としております。 

 その下、１月１７日日曜日には、今年度３回目となります広報「みたかの教育」を発行

いたします。１面で児童・生徒１人１台タブレット端末の整備について特集をするととも

に、教育委員のコラムは畑谷委員にお願いしているところでございます。 

 私からは以上でございます。 

○貝ノ瀨教育長  教育センター施設、田島課長。 

○田島総務課施設・教育センター担当課長  １６、１７ページをお開きください。学校

施設関係につきましては、長寿命化計画（仮称）の策定につきましてプロポーザルが終わ

り、今、契約手続中でございます。その他工事関係については記載のとおりでございます。 

 また、教育センター関係につきましては、１７ページの予定ですが、１人１台タブレッ

ト端末を、来週１月１２日火曜日から１５日金曜日にかけて、学校から児童・生徒へ貸出

しを行う予定でございます。 

 私からは以上です。 

○貝ノ瀨教育長  学務課、お願いします。 
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○金木学務課長  １８ページ、１９ページをお開きください。行事実績等報告、今後の

行事予定等報告を含め、記載のとおりになります。 

 現在、１月１９日以降の各種委員会につきましては、書面開催にできるものがあるかど

うか、オンラインでの開催ができるものがあるかどうか精査をしている状況にございます。

研修会や２８日の推進委員会につきましては、書面開催もしくは中止・延期も視野に考え

ていく予定になっております。 

 私からは以上です。 

○貝ノ瀨教育長  指導課、お願いします。 

○長谷川指導課長  指導課、２０ページをごらんください。まず、行事実績等報告でご

ざいますが、１２月９日と１２日に家庭教育学級がオンラインで開催されました。前回の

定例会でも畑谷委員からご質問があった際に、家庭教育学級の参加者については、実施後

に学校から報告することになっているとお答えいたしました。ここで改めてご報告いたし

ます。第六小学校は２０名、そしてにしみたか学園につきましては、５０名の参加でした。 

 そして、教員向けの学習用タブレット端末操作研修、これを全教員悉皆で１２月１５日

から行いました。全ての教員がこの研修を受けて、タブレットの使い方と活用の方法につ

いて学ぶことができました。早速、来週１月１２日火曜日からの貸出しに向けて、まずは

児童・生徒自身が使い方を確実に身につけられるよう、教員が指導していく予定でござい

ます。 

 ２１ページをごらんください。行事予定でございます。１月８日金曜日、本日ですが、

小・中学校の始業式を放送対応で実施をしております。 

 そして、先ほどもご報告いたしましたように、１８日から始まる予定でした中学校の自

然教室は、緊急事態宣言発出中は中止としております。 

 そして２２日、北野小学校開校５０周年記念式典、こちらも今回の緊急事態宣言を受け、

中止にすると校長から報告を受けております。 

 行事予定については以上でございます。 

 この後、三鷹市の学力テスト結果について、担当の指導主事からご報告をさせていただ

きます。 

○貝ノ瀨教育長  門田指導主事。 

○門田指導課指導主事  令和２年度の三鷹市学力テストの結果についてご報告をさせて

いただきます。資料をごらんください。 

 この調査につきましては、三鷹市を含めた九つの自治体の小学校４年生から６年生、そ

して中学校１年生から３年生を対象に実施している学力テストとなります。実施教科は小

学校が国語、算数の２教科、中学校は国語、数学、英語の３教科となります。本テストは

学力の伸びを経年で把握することができる調査で、小学校第４学年から中学校第３学年ま

でを継続して調査できるのが特徴となります。令和２年度につきましては、調査の初年度

のため、学力の伸びについては令和３年度以降の結果となります。 

 三鷹市の結果について報告をさせていただきます。まず、各教科の平均の正答率とアク

ティブ・ラーニング・学習方略についてです。資料表面の２、結果の概要をごらんくださ
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い。 

 各教科の平均正答率につきましては、小・中学校共に全ての教科において、参加自治体

全体の平均を上回っておりました。特に中学校英語の平均正答率においては、参加自治体

全体の平均値を大きく上回っております。 

 次に、アクティブ・ラーニング・学習方略についてです。表１、アクティブ・ラーニン

グ・学習方略の参加自治体全体と三鷹市の比較をごらんください。こちらは児童・生徒へ

の質問紙調査に基づき算出された値となります。学習の仕方を自分の状況に合わせて柔軟

に変更していく活動を示す柔軟的方略については、参加自治体と比較し高い割合にありま

した。反対に、友人を利用して学習を進める、活動を示す人的リソース方略は、全学年に

おいて参加自治体よりも低い傾向にありました。また、苦手などの感情をコントロールし

て学習への動機を高める活動を示す努力調整方略については、中学校全学年において参加

自治体よりも低い傾向にありました。 

 次に、三鷹市学力テストの活用についてです。裏面をごらんください。児童・生徒への

フィードバックにつきましては、左側図１、個人結果表を基に現在の学力の状況や、今後

どのような学習をすれば学力が上がるのかが把握できるようになっております。結果表か

らは、各学年の学力レベルと自分の学力レベルを比較したり、過去の結果との比較から、

自分自身の学力の伸びを把握したりすることができます。 

 次に、各校での分析についてです。資料の右側をごらんください。各校においては、自

校における学力や学習方略・非認知能力の状況、学力の伸びを把握したり、領域別の学力

の状況、そして教科の学力と非認知能力の関係を分析したりすることで各校の課題を明ら

かにし、授業改善に生かすことができます。 

 例えば表２、市内小学校の算数科領域別集計結果を見ますと、ある学校の算数科におい

ては、量と測定領域に課題があることが分かります。このことから、算数科では、単位の

習熟や測定活動の充実を図ることが考えられます。 

 また、人的リソース方略・努力調整方略が相対的に低いことから、ペアトークやグルー

プトーク等を積極的に取り入れたり、学習動画やオンライン教材を使った自立的な学びの

時間を設定したりするなど、人的リソース方略及び努力調整方略の強化を学校において重

点的に図っていくことが考えられます。 

 今後、各学校単位の課題分析を踏まえた授業改善の取組が推進されるように、本テスト

を基にした結果を使って、それらを有効に使えるよう指導してまいります。 

 報告は以上です。 

○長谷川指導課長  少し私から補足説明をさせていただきます。今回は初めてのテスト

への取組ということで、ほかの自治体との比較の平均正答率を掲載させていただいており

ます。しかしながら、ただ今ご説明しましたように、このテストの最大の特徴といたしま

しては、一人ひとりの学力の伸びを経年で調査できるということでございます。したがっ

て、単に学校の平均点の比較だけで捉えるのではなくて、一人ひとりの子どもたちがいか

に伸びたかということに着目する必要があると考えております。 

 資料裏面の左側をご覧ください。このテストは学力のレベルが、レベル１からレベル１
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２まで、全ての問題に同一尺度で難易度が設定されております。小学校４年生から中学校

３年生までトータルで１２段階、さらにその段階は三つに分けられ、スモールステップで

難易度が示されているテストでございます。 

 このように次年度以降は、学校ごとにそれぞれ伸びた子どもたちの割合がどれだけいた

のかということにも着目しながら、指導・助言をしていきたいと考えております。いずれ

にしましても学力を向上させるためには、子どもの非認知能力ですとか学習方略というこ

とも非常に大事ですので、それらに着目しながら、教員の授業改善につなげるように学校

を指導してまいりたいと思っております。 

 指導課は以上でございます。 

○貝ノ瀨教育長  次に、図書館お願いします。 

○大地三鷹図書館管理・サービス担当課長  ２２ページ、２３ページをごらんください。

２２ページの行事実績等報告については、記載のとおりでございます。 

 ２３ページの予定でございますけれども、こちらは１月１２日から実施を予定していた

展示の三鷹の森ジブリ美術館関連図書展示や、その下の神沢利子さんのおくりもの展は、

今回の緊急事態宣言を受けて日程の再調整をさせていただいて、実施する予定でおります。 

 また、来週から私どもの館のエレベーター改修工事が始まりますので、エレベーターが

使えなくなるような状態になっております。 

 中段に図書館オリジナルバッグ販売開始というふうに記載させていただいておりますけ

れども、こちらのバッグでございまして、石倉ヒロユキさんという、南部図書館みんなみ

の「なんと！くん」というキャラクターをつくっていただいた絵本作家の方にデザインを

起こしていただいて、ようやくできまして、一つ１,０００円で販売をさせていただくよう

な形で準備を進めております。これについては１２日から販売開始を予定しています。 

 私からは以上でございます。 

○貝ノ瀨教育長  スポーツと文化部。 

○大朝教育部理事  では、スポーツと文化部、資料は２４ページ、２５ページです。 

 まず、実績からですけれども、１１月６日のアルマ望遠鏡で知る最新の天文学、１２日

のチリのクリスマス料理、これはいずれもオンライン開催でございます。オリンピック・

パラリンピックに向けてチリ共和国のホストタウンになりまして、実際にパラリンピアン

をお迎えする準備を進めているところでございますが、三鷹市民の皆さんにチリ共和国の

ホストタウンになったんだということをＰＲするために開催したもので、オンラインです

ので、コロナ禍でも皆さんに大変楽しんでいただきました。 

 それから、私がもう一つ担当しております元気創造プラザ総点検の関連でございますけ

れども、１５日、１８日に会場開催とオンライン開催のハイブリッドで、公共施設を魅力

的な場にするためにということで、２回連続の講座を開催したところでございます。 

 ２５ページの予定にまいりまして、やはり同じくチリ大使館との交流を１月２８日に予

定しておりますが、二中の合唱部の皆さんにチリ国歌を、密にならないように離れて合唱

していただいた動画ができましたので、それをフィオル・チリ大使にお届けして見ていた

だこうと思っていたのですけれども、緊急事態宣言発出ということがございまして、これ
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もオンラインに切り替えてやれないかということで、交流はいたしますけれども、急遽や

り方を変更して対応するように今整えているところでございます。 

○貝ノ瀨教育長  加藤課長。 

○加藤教育部参事  生涯学習課から報告いたします。 

 まず、実績報告ですが、初めにクラウドファンディングについてです。１０月１日から

１２月３１日まで実施しておりました「みんなで創ろう！水車の水輪、三鷹市大沢の里水

車経営農家水輪再生プロジェクト」ですが、目標額を２００万円としておりましたが、無

事達成することができました。 

 次に、１１月１３日に考古学体験講座①「縄文人が食べていたもの 土器に残された不

思議なヘコミのヒミツ」を実施いたしました。新型コロナウイルス感染対策を講じながら、

７人の参加で土器圧痕を体験いたしました。実際に市内で発掘された土器のへこみを探し

て、そこにシリコンを注入して型をつくります。その型を顕微鏡で確認して、それが何で

あったかを確認いたします。参加された市民の方が、土器圧痕されたもののうちの一つか

ら、５０００年前に既に小豆があったのではないかという可能性が発見されました。現在、

詳細については調査中でございます。 

 続きまして、１２月１９日には大沢の里古民家イベントとして、「しめ飾りつくり」をオ

ンラインで実施いたしました。講師の方も初めてのオンライン講座でしたので、つくりや

すいはさみ型のしめ飾りをつくることにいたしました。はさみ型のしめ飾りは、悪いもの

を断ち切るという願いが込められております。参加された方々からは大変好評であり、パ

ソコンの画面越しに笑顔ででき上がったしめ飾りを見せていただきました。 

 今後の予定ですが、１月１６日、古民家講座として小学生を対象に「まゆ玉かざり」を

実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、こちらは中止といたしま

した。 

 また、１月２３日の考古学体験講座②「石器づくり教室」は、オンラインでの実施に変

更いたしました。 

 私からの説明は以上です。 

○貝ノ瀨教育長  ありがとうございました。 

○貝ノ瀨教育長  以上で報告は終わりました。委員の皆様のご質疑をお願いいたします。

池田委員。 

○池田委員  三鷹市学力テストの結果について質問なんですが、２の（２）のアクティ

ブ・ラーニング・学習方略についてというのは、アンケートか何かの結果ですか。アンケ

ートの対象は子どもなのか、学校なのか、その辺りを教えていただけますか。 

○貝ノ瀨教育長  指導課長。 

○長谷川指導課長  児童・生徒の質問紙調査、アンケートです。 

○池田委員  どんな質問事項を並べてあって、どういう回答であればこのアクティブ・

ラーニングの実施に結びつくのかというのが、よくイメージができないところがあるんで

すが。 

 そこは置くとして、学習方略が幾つか並んでいる一つ一つの意義が、意味といいますか、
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よく分からないんです。例えば柔軟的方略って、ここの下に意味が書いてあるんですが、

どんな質問すればここにつながるのかというのもよく分からないです。 

 あと、言葉という意味で気になったのは人的リソース方略で、友人を利用して学習を進

めるって、利用って、こういう場面で教育活動の中で使いますかね。友人と協同して学習

を進める活動ならしっくりくるんですが。 

 あと、努力調整方略というのも何を言いたいのかがよく分からないというふうに、右側

の（２）のものを信頼度とか、これをどう評価するのかとか、その辺りちょっと慎重に考

えられたらいいのではないかと、率直に言って思いました。 

 これは各参加自治体が同じものを使っているということは、どこかの業者が多分やられ

ているんでしょうけれども、どういう会社を使っておられるのか、その辺りも教えていた

だければと思います。 

○貝ノ瀨教育長  指導課長。 

○長谷川指導課長  まず、この学習方略について、具体的に分かりやすい言葉で説明を

させていただきますが、柔軟的方略というのは、例えば勉強の順番を変えたり、分からな

いところを重点的に学習するとか、そういう内容でございまして、質問紙の内容では、例

えば勉強のやり方が自分に合っているかどうかを考えながら勉強する、勉強で分からない

ところがあったら勉強のやり方をいろいろ変えてみる、勉強しているときにやった内容を

覚えているかどうかを確かめる、勉強する前に、これから何を勉強しなければならないか

について考える等が、柔軟的方略という質問紙の質問内容でございます。 

 それ以下、プランニング方略でしたら、例えば勉強を始める前に計画を立てることなど、

作業方略でしたら、大切なところを繰り返し書くなど、人的リソース方略ですと、友達に

勉強のやり方や分からないところを聞くなど、認知的方略ですと、勉強した内容を自分の

言葉で理解するなど、そして、努力調整方略では、分からないところも諦めずに継続して

学習するなどを、それぞれの質問紙によって調査し、学習方略として把握していくもので

ございます。 

 この学力テストは元々埼玉県が独自で行っている学力・学習状況調査でございまして、

この調査につきましては、ＯＥＣＤのアンドレアス・シュライヒャー局長もワールドクラ

スの優れた学力調査だというふうに絶賛されるほどの学力調査でございます。 

 それを踏まえて、各自治体がこの学力調査に取り組みながら、今までの学力調査ですと、

それぞれの学年による定点でしか把握できなかったものを、同一の児童生徒の変化を継続

的に把握できる調査で、一人ひとりの子どもたちが経年でいかに伸びることができたかと

いうことが把握できる意義ある調査であると認識しています。さらに、非認知能力や学習

方略にも注目し、因果関係を分析することで、教員の具体的な授業改善につなげることが

できる学力調査でございます。したがって、今後の個別最適化された学びの実現に向けて、

非常に有意義な調査だと捉えております。 

 以上でございます。 

○貝ノ瀨教育長  池田委員。 

○池田委員  この経年変化を見て、子どもの学習に役立てていくというのは大変結構だ
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と思いますし、それが多分この学力テストを取り入れた趣旨だと思います。 

 それはぜひ進めていっていただきたいと思うんですが、（２）のところの統計等を見ると、

なぜこうなるのかとか、こういう言葉遣いは正しいのかとか、よりよくしていくためにユ

ーザーとして意見を上げていくということも必要じゃないかなと思いました。そういう趣

旨でのコメントと受け止めていただければと思います。 

○貝ノ瀨教育長  ありがとうございました。指導課長。 

○長谷川指導課長  こちらの調査結果の分析等につきましては、業者ではなくて、大学

が主にやっております。具体的に申し上げますと、慶應義塾大学の中室教授を中心に、慶

応義塾大学ＳＦＣ研究所に委託をし、統計学の専門性を生かした中で、学力の経年変化と

子どもたちの質問紙調査との相関分析、そして教科教育の視点から、学校現場の実地調査

等も含めて、実施しているものでございますので、大変信頼できるものだと認識しており

ます。 

 以上でございます。 

○貝ノ瀨教育長  池田委員。 

○池田委員  繰り返し申し上げるんですが、大変著名な研究施設、あるいは研究者の方

によるというところは大変結構なんですが、そこは対話がないといけないんじゃないかと

思います。人的リソース方略のところ、友人を利用してというのは、どう考えても教育活

動の中で友人を利用するという、その言葉遣いがどうもしっくりこないところがあります。

そういうところを、ただ受け身になるのではなくて、そこは対話が必要じゃないかなとい

うふうに私は思います。 

 以上です。 

○貝ノ瀨教育長  そのとおりだと思いますね。三鷹市が使う場合は私どもの常識とか、

教育の観点からおっしゃるように、例えば友人を利用してなんていうのは、私も早く気が

つけばよかったんですけれども、もっと適切な表現がありますので、私どもの現場の常識

にふさわしい表現でこれを表したほうがいいと思う。 

 例えば方略なんていうのも、方策とかいうほうがまだいいかもしれないし、そういうの

は少し柔軟に検討して、大元に意見を出したり、うちの資料においては表現を変えたりす

ればよいのだから、今の池田委員のご提案をしっかり受け止めて、改善をお願いしたいと

いうふうに思います。 

 ほかにどうですか。冨士道委員。 

○冨士道委員  今のテストなんですが、調査日時、日時という表現がありますけれど、

三鷹は７月１５日なんですが、他の自治体というのはこれよりも前なのか後なのかという

のは分かりますか。 

○貝ノ瀨教育長  指導課長。 

○長谷川指導課長  全自治体が統一して、同じ日で実施しております。もともとは４月

に実施する予定が、この度の学校臨時休業の影響で延期いたしました。 

○貝ノ瀨教育長  どうぞ。 

○冨士道委員  私も実は学習方略がちょっと気になっていまして、特に三鷹は人的リソ
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ース方略が低いというような今説明もございました。また、よく見ると、実はこの数値の

範囲というのは１から５で、他の自治体も低いんですよね、全体的に。 

 なぜかというと、実際には７月１５日というのは、実はお聞きした背景には、ちょうど

学校が全部閉鎖をされた後、要するに話をするなとか、近づいてしゃべるなとか、そうい

う指導をずっとやられてくる中でこういう調査をやれば、こういう数字が出るのは当たり

前なんです。 

 だから、裏にありますけど、ペアトークを取り入れたことをやりましょうというのは、

短絡的にやるんじゃなくて、これはこれで大切なんですよ。だけれども、調査をした背景、

つまり教育委員会としてはどう分析をして、数字だけではなくて、なぜそうなったのかと

いうことを分析しながら、そして授業の中でどう、ましてや今、非常事態宣言が出る中で、

３密を避けろという中でどうこれをクリアしていくのかということをやらないと。学校に、

だからペアトークしっかりやりなさいよと言ったって、これ無理ですよねって必ず声は出

てくるわけですから、しっかり背景を考えながら、そして教育委員会として分析をしっか

りして、だからどういう手を打つかということを考えないと、単純に数字で低いから、こ

れやりましょうにはならないんだろうなと。 

 ただ、こういう定点観測って非常に必要ですし、中室さんという先生は教育経済学で、

教育等を数値できちっと測っていく、物差しで測っていくという研究を大変やっていらっ

しゃる先生であることは確かですので、それはそれとしても、うのみというよりはこの数

字の、例えばたった０.１とか０.２の差はどういう意義があるのか、統計的にいわゆる有

意性があるのか、そういうことも今後見ながら、これを継続してやっていただいて、そし

てそれを子どもたちにしっかり返していく、そして教員の指導にも返っていく、こういう

ことがこれの一番最終的な目標ですから、そして今申し上げたところもよく検証して、継

続してやっていただければと思います。 

 以上です。 

○貝ノ瀨教育長  ありがとうございました。 

 全くそのとおりですよね。ですから、それを受け止めていただいて、次回に生かしても

らいたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。畑谷委員。 

○畑谷委員  来週から１人１台タブレット端末が利用開始になるということで、恐らく

来月の委員会のときにご報告いただけるんだとは思うんですけれども、実際に子どもたち

がどのように利用しているかというのは、言葉ではお聞きできても、見たり聞いたりする

ことがなかなか私たちにもチャンスがないと思いますので、せっかくなので動画か何かで

撮っていただいて、様子を見させていただければ、三鷹市でこういうことに取り組んでい

るんだなというのが実感として湧きますので、ぜひ何かの形で見せていただきたいと思い

ますので、要望としてお願いいたします。 

○貝ノ瀨教育長  例えばこれから来年度も学校訪問があるでしょうけれども、そういう

場面をできるだけ事前に要望して、そしてそういう場面を見せていただく。例えばデジタ

ル教科書を活用した授業とか、タブレットを活用した授業とか、家庭での取組とか。その
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辺、指導課長、何か。 

○長谷川指導課長  この度の導入に伴い、早速、東台小学校の校長から、新たなプラン

ニング、提案を受けております。その実践も含めて、配布が完了した１５日以降、私も全

学校を視察する予定ですので、機会を捉えて皆様にご紹介できればと考えております。 

○貝ノ瀨教育長  そのほかいかがでしょうか。櫻井委員。 

○櫻井委員  １２月に行われた教員向けのタブレット研修会、その中で何か問題点とか、

やってみてご意見とか、教職員の方々から出たようなことはないんでしょうか。 

○貝ノ瀨教育長  鈴木統括指導主事。 

○鈴木指導課統括指導主事  短い４５分の研修でしたので、大まかな使い方というとこ

ろでしたけれども、私たちも全ての研修会に入りまして感じたところは、個人差が教員に

ついても大きいというところです。ふだんからそういった機器に触れてないとか、スマホ

自体の操作にも慣れてない教員もいますので、そういった教員が同じように足並みをそろ

えてできるように、今後は、例えば習熟度別ではないですけれども、初心者コースとか、

レベル別にニーズに応じた研修をしていく必要があるのかなというふうに感じています。 

○貝ノ瀨教育長  私も同じような質問を鈴木統括指導主事にしたんですけれど、ついて

いくので精一杯の先生もいる一方で、すいすいと、こんなの当たり前というような先生も

いるという、非常に差が大きいということですので、しかし、これからノート、鉛筆と同

じように使ってもらわなきゃいけませんし、場合によっては子どものほうがのみ込みが早

かったりしていくでしょうから、そういう中で先生方に自覚をしてもらって、そして教育

委員会がお膳立てしなければ勉強しないとかいうんじゃなくて、自ら進んでやっていただ

くというか、自学自習をしてもらうということじゃないと多分追いつかないと思うんです。 

 ですから、そういうことも含めて学校への指導も、そこは専門家として上手にご指導い

ただきたいというふうに思います。 

 特に家庭での子どものケアについて、面倒の見方については、相当に家庭状況によって

格差がありますので、全部家庭でお願いしますなんていうことになっちゃうと、ますます

格差が開いていっちゃうので、家庭を頼らなくてもやれるような、つまり学校でとにかく

指導が完結するぐらい、それがほんとうは当たり前なんだけど、そこをちゃんとやってい

ただくように指導していきたいと思いますが、委員の皆様にもご理解・ご協力をよろしく

お願いしたいと思います。 

 ほかにどうですか。よろしいですか。 

 それでは、日程第３ 教育長報告を終わります。 

 以上をもちまして、令和３年第１回教育委員会定例会を閉会いたします。 

    ──────────────────────────────── 

午後 ４時１８分 閉会 

 

 

  


